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労働者協同組合法と
協同労働について
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労働者協同組合ワーカーズコープ・センター事業団
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労働者協同組合法
成立 ２０２０年１２月４日

施行 ２０２２年１０月１日

• 全党全会派の参加賛同による「議員立法」
全国９５０を超える地方議会での労働者協同組合法の早期制定を求める意見書決議

• 地域づくりと仕事づくりを結んで進める「非営利団体法」

• 共益と公益を掛け合わせる４２年ぶりの「協同組合法」

• 約４０年の実践・事実から構想され実現した「市民立法」
与党協同労働の法制化に関するワーキングチームの１０数度にわたる

実務者会議で当事者団体（ワーカーズ連合会、ワーコレジャパン）の

意見を踏まえ実態に即した法案作り
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世界における
労働者協同組合
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イタリア

・1970年代バザーリア法の制定を契機に急増。社会的協同組合の隆起

映画「人生、ここにあり」

スペイン

・2,100の協同組合のうち、1,800が労働者協同組合

・カタルーニャ地方やバスク地方でとくに盛ん。

→モンドラゴン協同組合グループ（スペインで7番目の事業規模）

アメリカ合衆国

・労働者たちが倒産企業を労働者協同組合化

（ワーカーズ・バイ・アウト）→連邦レベルで助成する動き。

G20では、日本を除く全ての先進国で労働者協同組合法制が整備されていた。世
界の労働者協同組合を組織するCICOPA（国際労働・生産協同組合委員会）には
65,000の組合と400万人の組合員が参加しており、CICOPAに参加していない
労働者協同組合も含めると1500万人が労働者協同組合で働いている。
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労働者協同組合
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労働者協同組合法第１章総則第１条（目的）

この法律は、各人が生活との調和を保ちつ
つその意欲及び能力に応じて就労する機
会が必ずしも十分に確保されていない現
状等を踏まえ、組合員が出資し、それぞれ
の意見を反映して組合の事業が行われ、
及び組合員自らが事業に従事することを
基本原理とする組織に関し、設立、管理そ
の他必要な事項を定めること等により、多
様な就労の機会を創出することを促進する
とともに、当該組織を通じて地域における
多様な需要に応じた事業が行われること
を促進し、もって持続可能で活力ある地域
社会の実現に資することを目的とする。

現状・課題
（Why）

手段・方法
（How）

目的
（What）
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各人が生活との調和を保ちつつその意欲及び能力に応じて
就労する機会が必ずしも十分に確保されていない現状

労働者協同組合 出資
意見
反映

労働

多様な就労機会
の創出

地域における多様な
需要に応じた事業

持続可能で活力ある地域社会の実現

民主的で自治的な事業体・働き方（協同労働）
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労働者協同組合・協同労働とは
組合員が「出資」「運営（意見反映）」「労働」のすべてを担います。
必要な仕事、やってみたいこと、改善が必要なこと等をみんなで話し合って決めます。
立場に関係なく、必要な仕事をみんなで担います。
もちろん、事業を継続するためには利益を得られるように務めます。
しかし、私たちが求めるものは、ともに働く仲間が自分らしく働けること。
そして、「働くこと」を通して地域を元気にすることです。
組合員も地域に暮らす市民です。市民の力でよりよい暮らし・地域づくりを目指しています。
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協同労働とは協同労働とは協同労働とは

「協同で働く仕組み」

協同とは協同とは協同とは

「心を合わせ、力を合わせ、助け合って
仕事をする（働く）こと」

OxfordLanguagesより

「構成員が、出資を通して資金を出し合い 、１人１票の

原則のもと意見を反映しながら 運営し働く」
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労協法の主な特徴

労働者派遣業を除くあ
らゆる事業が可能です。

多様な需要に応じた事
業ができる

認可認証を必要とせず、
３人の出資者が集まり、
登記をすることで組合
を設立できます。

準則主義による設立

組合は組合員との間で
労働契約を締結します。

組合員は組合と労働契
約を締結する

組合員が組合の事業に
従事した程度に応じて
余剰金から配当を行い
ます。

出資配当はできない

法施行後３年間の移行
期間が認められていま
す。

NPO法人・企業組合か
らの移行
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組合員のルールがあります！！

５分の４要件 ４分の３要件

• 組合員の５分の４は事業に従事しなけれ
ばならない。

• 家庭の事情などにより、事業従事の意思
はあるものの従事ができない方。

• 従事できない＝組合員からの脱退を求
めることは組合の構成を不安定にさせる
可能性がある。

• （例）組合員数50名なら40名が従事す
る必要

80%

20% 従事者

非従事者

• 事業に従事する者の４分の３は組合員でなければな
らない。

（例 組合員数50名なら3８名が組合員であること）

• 学童の三季休業時のアルバイトなどによる季節的に
従事をさせる必要がある非組合員

• 事業に従事しながら分割での出資払い込みをし、組
合員になろうとする者。

75%

25% 組合員

非組合員
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労働者協同組合法のポイント
性格 非営利法人・協同組合法人・公益的な活動に取り組む共益組織

基本原理
① 組合員が出資すること。

 ② その事業を行うに当たり組合員の意見が適切に反映されること。
 ③ 組合員が組合の行う事業に従事すること。

通則

① 組合員との間で労働契約を締結。
 ② 組合員の議決権・選挙権は出資口数にかかわらず平等（一人一票）。
 ③ 労働契約を締結する組合員が総組合員の議決権の過半数を保有すること。
 ④ 剰余金配当は組合員が組合の事業に従事した程度に応じて行う。（出資配当なし）

事業
事業制限なし（持続可能で活力ある地域社会の実現に資する事業・労働者派遣事業不

可）

事業従事者の
人数要件

① 総組合員の５分の４以上の数の組合員は事業従事。
 ② 組合の行う事業に従事する者の４分の３以上は組合員。

組合員
① 組合員は、出資一口以上を有し、出資一口の金額は均一でなければならないこと。

 ② 組合員の責任は、その出資額を限度にする。
 ③ 組合員の持分は、譲渡することができない。

設立 準則主義・３人以上の発起人
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労働者協同組合法のポイント

管理

① 定款及び規約に関する所要の規定を整備すること。
 ② 組合に、役員として理事（３人以上）及び監事（１人以上）を置くこと。
 ③ 理事は、組合員でなければならないこと。
 ④ 総数が一定の基準を超える組合は、外部監事（１人以上）を置く。 
 ⑤ 組合員の総数が 20 人を超えない組合には、理事以外の全ての組合員をもって
組織する組合員監査会の設置可能。

総会等
① 各事業年度に係る組合員の意見を反映させる方策の実施の状況及びその結果

並びに就業規則の作成又は労使協定の締結等の内容を総会で報告。
 ② 組合員の総数が 200 人を超える組合は、総会に代わる総代会の設置可能

会計

① 定款で定める額に達するまでは、毎事業年度の剰余金の 10 分の１以上を準備金
と  

して積み立てる。
 ② 毎事業年度の剰余金の 20 分の１以上を就労創出等積立金に。
 ③ 毎事業年度の剰余金の 20 分の１以上を教育繰越金に。

行政庁の監督 行政庁（個別の組合：都道府県知事、連合会：厚生労働大臣）による報告の徴取

その他
① 2022年10月1日の施行

 ② 組織変更特例措置（企業組合・NPOから労働者協同組合への移行措置／3年）
 ③ 施行から5年後に見直し
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特定労働者協同組合法について
2022年6月13日に労働者協同組合法が一部改正。

改正の趣旨

労働者協同組合の事業の健全な発展を図り、持続可能で活力ある地域社会
の実現に資するため、非営利性が徹底された労働者協同組合の認定制度を
創設するとともに、認定を受けた労働者協同組合に対する税制上の措置を講
ずること。

行政庁による
認定基準など

① 定款に剰余金の配当等を行わない定め
 ② 定款に解散時の残余財産の国庫等への帰属する旨の定め
 ③ 定款違反行為のないこと
 ④ 理事の親族等関係者が理事総数の1/3以下
 ⑤ 必要書類の提出と公開

貸借対照表､定款､役員名簿､損益計算書､役員報酬・給与等規程
 ⑥ 監事のうち1名以上は外部監事の設置

 組合員監査会に関する規定は特定労働者協同組合には適用しない

税制上の
取り扱い

① 一般労働者協同組合法人 普通法人の扱い
 ② 特定労働者協同組合法人 NPO法人と同等の扱い

備考
① 所轄庁による認定が行われる。
② 認定の取り消し、罰則等の規定
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労働者協同組合法の構造

労働者協同組合

特定労働者協同組合

基準に基づく非営利性の徹底 行政庁からの認定

・働く人が出資して組合員となり、意見反映しながら運営し、ともに働く。
・3人以上、準則主義で設立可能。 ・労働者派遣を除いて事業制限なし。
・組合と組合員の間で労働契約を締結。
・出資配当なし（非営利）、従事分量配当。・税制においては一般法人扱い。

特定非営利活動（NPO）法人並の税制措置
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他の法人との比較
法人格 労働者協同組合法 NPO法人 一般社団法人 企業組合 株式会社

根拠法 労働者協同組合法
特定非営利活動促進

法

一般社団法人および
一般財団法人に関す

る法律

中小企業等協同組合
法

新会社法（2005年6
月）

基本的な
考え方

組合員が出資し、事業
運営に組合員の意見
が反映され、事業に従
事することを基本原理
とする。（非営利法人）

市民参加に力点が置
かれた法人。行政とは
異なるパブリックの空
間をつくる（非営利法
人）

法人格の取得と税の
優遇を受ける。税の優
遇のない簡易な非営
利法人制度の創設
（非営利法人）

個々の経験や技能を
経営資源として、事業
と職場を同時に創り出
す。営利追求ができる 
（営利法人）

営利追求ができる（営
利法人）

出資 可能 不可 不可 可能 株式

事業内容
労働者派遣事業を除
くあらゆる事業

20の分野の特定非営
利事業、その他の事業

公益事業
収益事業

商業・工業・鉱業・運
送業・サービス業等の
事業経営

あらゆる事業

設立時構成
員

3人以上 10人以上 2人以上 4人以上 1人以上

労働者
組合員（組合と労働
契約）

従業員
法人代表者に雇用さ
れる者

従業員
法人代表者に雇用さ
れる者

組合員（個人加入）
従業員

構成員 組合員
社員（正会員）

賛助会員

社員※名称は自由
例）正会員、一般会員、

賛助会員
組合員 株主

議決権
組合員1人につき1議
決権

1会員1議決権
原則として1会員１議
決権

組合員1人につき1議
決権

株式数に応じる

設立手続き
準則主義
（設立登記のみ）

認証主義
（所轄庁の認証が必
要）

準則主義
（設立登記のみ）

認可主義
（設立登記）

準則主義
設立登記のみ
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ＮＰＯ法人との比較

特定非営利活動（NPO）法人 特定労働者協同組合 労働者協同組合

目的
ボランティア活動をはじめとする市民の自

由な社会貢献活動としての特定非営利活動
の健全な発展を促進すること。

多様な就労の機会を創出することを促進するととも
に、当該組織を通じて地域における多様な需要に応じ
た事業が行われることを促進し、もって持続可能で活
力ある地域社会の実現に資すること。

構成員
※議決権を有する者

社員10名以上
（個人及び団体）

組合員3名以上
（個人のみ）

役員 理事3名以上・監事1名以上

理事3名以上・監事1名以上

組合員監査会不可
小規模組合は組合員監

査会設置可

理事の制限 親族等関係者が理事総数の1/3以下 規定なし

監事の制限 理事又は職員は不可 理事・使用人は不可

配当 なし 従事分量配当

情報公開 必要書類を行政庁に提出・公開 行政庁提出のみ

解散時の残余財産 国庫等への帰属 規定なし
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ワーカーズコープについて

• 名称 日本労働者協同組合連合会

• 設立 １９８６年

• 事業高 ３７８億円／２０２２年度

• 就労者 15,087人(２０２２年度）

• 連合会 正会員 １６団体 準会員２２団体／２０２３年１０月度

• センター事業団 事業高２４４億円／２０２３年度

組合員７，919人(就労者約１０，０００人）

１９事業本部、４０２事業所

・関連、連携組織

日本社会連帯機構、日本フロンティアネットワーク

日本高齢者生活協同組合連合会、協同総合研究所
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CampingSpecialist

労働者協同組合
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労働者協同組合の設立状況
令和６年７月８日時点で１都１道２府27県で計95法人が設立されています。
※ 北海道、宮城県、山形県、群馬県、千葉県、埼玉県、東京都、神奈川県、新潟県、山梨県、長野県、岐阜県、静岡県、愛知県、三重県、

京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県、愛媛県、高知県、福岡県、佐賀県、熊本県、鹿児島県、沖縄県
※ うち、非営利性を徹底した組合であることについて都道府県知事の認定を受けている特定労働者協同組合は８法人
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意見反映から生かされたよい仕事事例①

閉鎖対象事業所からの脱出したときに起きていた意見反映

• 課題原価率100％超

• 話し合い団会議

• 行動予実、署名活動、決断

• 気付きミニフードバンク・地域懇談会

• 変化仕事獲得

経営改善
経営改革
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意見反映から生かされたよい仕事事例②

一人の若者の困難から仕事おこしに至った意見反映

•課題地域に安心して働ける場所がない

•出会い若者サポートステーション

•気付き
能力はあるけど社会でうまく

生きていけない現状

•話し合い団会議

•行動
勉強

資金集め、人探し、場所探し
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創立総会前

発起人による事前準備 定款・事業計画・予算等の作成作業

公告 設立総会の2週間前までに掲載

定款 発起人によって作成・開示

参照：法22条・23条第1・2項

まずは3人以上の発起人が集まって、設立の準備をしよう！

詳しくは厚生労働省「知りたい！労働者協同組合法」HPで！
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厚生労働省HP（労働者協同組合）

https://www.pref.kumamoto.jp/soshiki/62/141681.html

福岡県HP（労働者協同組合）新雇用開発課

https://www.pref.fukuoka.lg.jp/contents/roudoukyoudo
u.html

日本労働者協同組合（ワーカーズコープ）連合会

https://www.jwcu-pr.net/

新しい働きかた図鑑（ワーカーズコープのオンラインメディア）

https://workstyle.roukyou.gr.jp/

協同総合研究所（ワーカーズコープのシンクタンク）

https://jicr.roukyou.gr.jp/

https://www.pref.kumamoto.jp/soshiki/62/141681.html
https://www.jwcu-pr.net/
https://workstyle.roukyou.gr.jp/
https://jicr.roukyou.gr.jp/


労働者協同組合ワーカーズコープ・センター事業団
福岡支部

〒812-0043 福岡県福岡市博多区堅粕4丁目２４－14トステムビル４０１号室 
TEL 092-４４１-７５８７ FAX 0９２-４４１-８２８１
Mail kusukb@roukyou.gr.jp

mailto:san-you@roukyou.gr.jp
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